
承認第１号 

 

損害賠償額の決定及び和解の専決処分の承認を求めることについ    

て 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和４年２月２１日提出 

 

                    南あわじ市長 守 本 憲 弘  



専決処分書

下Ｅの件 につ いて 、Ｊ自方 自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第１ ７９ 条第１

爆の規定によ り、 議会 をギａ集する 時間的余裕が ない と認 め、 次の とお り専決処

分する。

専決第１号

損害賠償額の決定及び和解について

（ＪＩはヨ）

令私 ３年 １１ Ｊ１ ３０ 日Ｒ生、 市営富ｍ住ｔＣ棟にお ける 蕉水排水管詰まりに

よる 物根専権につ いて損害賠まの額 を決定し 、こ れに伴う 匁解 をす る。

令和 ４年 ２７１７日

記

南あわじ市長　守　本　憲　私

１　 事故発生年Ｊ１日

令和 ３年 １　１Ｊ１３ ０日

２　 事故発生場所

兵庫県南あわ じ市才中代富 日ヨ１７ 番麑 １　 富ｍ住宅 Ｃ棟

３　 相手方、 損害物件

別紙 のと おり

４　 和解条項

田　賠償額はＳＩ」紙のと おり とす る。

（２）市‾反び相 手力 は、 冱ｌ いに 本５Ｆ口解条項に 定め るも のの ほか、本件請水原因

事項 に関 し、 なん ら債権・ 債務 を有 しな いこ とを確簒する。



 ⑶ 相手方は、その余の請求を放棄する。 

５ 事故の原因 

市営住宅雨水排水管詰まりにより、雨水がベランダから室内に流入したた

め相手方の家財を破損させた。 



‘　　 別紙

相　 手　方 相手方の損害物件 賠　償　額

家電 ・家財・ 食料品 ５　４，　 ２　９　５Ｆ９



承認第２号 

 

損害賠償額の決定及び和解の専決処分の承認を求めることについ    

て 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和４年２月２１日提出 

 

                    南あわじ市長 守 本 憲 弘  



専決処分書

下Ｅの件 につ いて、七＝ｊ自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第１ ７９ 条第１

項の規定 によ り、 議会 を招集す る時間的余裕がな いと 認め 、次 のと おり 専決Ｍ

分する。

専決第２そ

損害賠償額の決定八び和解について

（‾弩高）

令和 ３年 １１ Ｊ１ ３０ 日Ｒ生、 市営 富ＦＥ］ 住宅ｃ棟 にお ける 蕉水櫛水管詰 まりに

よる 物損事故について損害賠償の額を決定し、こ れに伴う 加解をす る。

令和４年 ２Ｊ１７日

記

南あわじ市長　 守　本　 憲　 刄、

１　 事故発生年Ｊ１日　　　　　　　　　　　　　レ

令れ］３ 年１ １Ｊ１３ ０日

２　 事故発生場所

兵庫県南あわ じ市神代富Ｆ日７ 番地 １　 富Ｆ日住ｔｃ棟

３　 相手方、 損害物件

別紙 のと おり

４　 和解条項

（１）賠償額は緊紙の とお りと する。

（２）市八び相手力は、互いに本１口解条項に定 める もの のほ か、 本件請求原【天１

事項に関 し、 なん ら債権・ 債務を有 しないこ とを確認する。



 ⑶ 相手方は、その余の請求を放棄する。 

５ 事故の原因 

市営住宅雨水排水管詰まりにより、上階室内にベランダから雨水が流入し

たため雨漏りが発生し、相手方の家財を破損させた。 
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承認第３号 

 

損害賠償額の決定及び和解の専決処分の承認を求めることについ    

て 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和４年２月２１日提出 

 

                    南あわじ市長 守 本 憲 弘  



専決処分書

下おの件について、地方自 治法 （９手口 ２２ 年ま律第 ６７ 号） 第１ ７９ 条第Ｉ

瘴の規定によ り、 議会を珊、集する 時獸的余裕がない と認め、 次の とお り専決Ｍ

分す る。

専決第３号

損害賠償額の決定及び和解 につ いて

（ミ畆）

令手口３ 年１ １Ｊモ１　３　０日 ミ発 生、 市営富Ｆ日住ｔＣ棟におけ る蕉水排水管詰ま りに

よる物損事故について損害賠償の額を決定し、これに伴う ｌｒ］解 をす る。

令加 ４年 ２Ｊ１７日

記

南あわじ市長　守　本　憲　私

１　 事故発生年丿呂丿日

令和 ３年 １　１Ｊ１３ ０日

２　 事故発生場所

兵庫県南 あわ じ市神代 富日ヨ１ ７番地１　 富日ヨＸ住宅 ｃ棟

３　 相手方、 損害物件

別紙のと おり

４　 和解条項

（１）賠償額は加亂の とお りと する。

く２）市八び相手ｊ＝ｊは、冱ｌい に本れ］解条項に定め るも ののほか、本件請水素回｜

事爆に関 し、 なんら債権・ 債務を有 しないこ とを確認する。



 ⑶ 相手方は、その余の請求を放棄する。 

５ 事故の原因 

市営住宅雨水排水管詰まりにより、上階室内にベランダから雨水が流入し

たため雨漏りが発生し、相手方の家財を破損させた。 
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